
　
取
適
法
は
、
改
正
に
よ
り
下
請
法
か
ら
名
称
が
変
更
さ
れ
ま

し
た
。も
っ
と
も
、目
指
す
も
の
は
改
正
前
か
ら
変
わ
ら
ず
、

中
小
受
託
取
引
の
公
正
化
と

中
小
受
託
事
業
者
の
利
益
保
護

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　
取
適
法
は
、適
用
対
象
と
な
る
取
引
を
、下
図
の
と
お

り
、①
取
引
の
内
容
、②
事
業
者
の
規
模
要
件
（
資
本
金

又
は
従
業
員
の
数
）の
２
つ
の
基
準
で
定
め
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
取
適
法
で
は
例
え
ば
、
長
期
間
発
注
し
て
い
な

い
製
品
や
そ
の
部
品
の
金
型
な
ど
を
無
償
で
保
管
さ
せ

る
行
為（
不
当
な
経
済
上
の
利
益
提
供
要
請
）や
、
発
注

時
に
決
め
ら
れ
た
代
金
を
発
注
後
に
減
ら
し
て
支
払
う

行
為（
減
額
）な
ど
が
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
委
託
事
業
者
が
取
適
法
上
禁
止
さ
れ

て
い
る
行
為
を
行
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ

た
場
合
、
公
正
取
引
委
員
会
は
、
委
託
事

業
者
に
対
し
て
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き

こ
と
を
勧
告
し
、そ
の
旨
を
公
表
し
ま
す
。

　
ま
た
、
中
小
企
業
庁
は
、
公
正
取
引
委

員
会
に
対
し
て
、
勧
告
の
措
置
を
と
る
よ

う
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

はどんなもの?!

取適法（改正下請法）の概要②

取適法（改正下請法）の概要①

取適法（改正下請法）

　
下
請
法
が
改
正
さ
れ
、「
取
適
法
」に
変
わ
っ
た
こ
と

は
群
星
令
和
８
年
１･

２
月
号
で
ご
紹
介
し
ま
し
た
！

　
本
号
で
は
、委
託
事
業
者
が
守
る
べ
き
行
為
は
？
　

中
小
受
託
事
業
者
の
側
は
ど
う
対
処
す
べ
き
？
　
と

い
っ
た
、そ
も
そ
も
取
適
法
が
ど
の
よ
う
な
法
律
で
あ

る
か
を
ご
紹
介
し
ま
す
！

　
ま
た
、公
正
取
引
委
員
会
及
び
公
正
取
引
課（
内
閣

府
沖
縄
総
合
事
務
局
総
務
部
公
正
取
引
課
）が
調
査

し
た
、沖
縄
の
事
業
者
が
関
わ
っ
た
勧
告
事
例
も
ご
紹

介
し
ま
す
！

Special Feature
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取
適
法
と
は
？

守
ら
な
か
っ
た
ら

ど
う
な
る
？

沖
縄
で
取
適
法
の

取
締
り
や
広
報
等
を

担
当
し
て
い
る
の
は
？

　
沖
縄
県
に
お
い
て
、
取
適
法
を
始
め
と

し
た
公
正
取
引
委
員
会
の
業
務
は
、公
正

取
引
課
が
担
当
し
て
い
ま
す
。 

お
気
軽
に

ご
連
絡
く
だ
さ
い
！

　
勧
告
に
至
ら
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、

公
正
取
引
委
員
会
、
中
小
企
業
庁
又
は
取

適
法
の
対
象
取
引
に
な
る
事
業
を
所
管

す
る
省
庁
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
に
は
、委
託
事
業
者
に
対
し
て
、中
小
受

託
事
業
者
と
の
取
引
に
つ
い
て
取
適
法
を

守
っ
た
内
容
に
改
め
る
よ
う
指
導
・
助
言

を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

2026 年１月１日施行
とり　　　　てき　　　　ほう
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1

2

1

2
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法目的 中小受託取引の公正化・中小受託事業者の利益保護

取引の内容 ＋　  規模要件　＝　対象取引
取引の内容

規模要件

取引の内容

規模要件

資本金３億超
資本金１千万超３億以下

適用対象

製造委託 修理委託 役務提供委託
（運送・倉庫保管・情報処理）

情報成果物作成委託
（プログラム） 特定運送委託

委託
事業者

常時使用する従業員300人超

資本金３億以下（個人含む）
資本金３億以下（個人含む）

中小
受託
事業者 常時使用する従業員300人以下（個人含む）

資本金５千万超
資本金１千万超５千万以下委託

事業者
常時使用する従業員100人超

資本金５千万以下（個人含む）
資本金１千万以下（個人含む）

中小
受託
事業者 常時使用する従業員100人以下（個人含む）

情報成果物作成委託（プログラム除く） 役務提供委託（運送・倉庫保管・情報処理除く）

※赤色は改正内容

※赤色は改正内容

どっきん

オットリー長官

●受領拒否
●支払遅延（手形払等の禁止）
●減額
●返品
●買いたたき
●購入・利用強制
●報復措置
●有償支給原材料等の対価の早期決済
●割引困難な手形の交付
●不当な経済上の利益提供要請
●不当な給付内容の変更・やり直し
●協議に応じない一方的な代金決定

発注内容を明示する義務（発注書の交付）
取引に関する書類等を作成・保存する義務（2年）
支払期日（受領後60日以内）を定める義務
遅延利息（14.6％）の支払義務

取適法特設サイトもあわせて確認
してくれたまえ！
ここからアクセスじゃ▶

お問い合わせ先　総務部  公正取引課　☎098ｰ866ｰ0049

中小受託事業者との合意があっても、

委託事業者が違法と意識してなくても、

禁止されている行為をしてしまうと

取適法違反になるんだよ！

勧
告
・
公
表

公
正
取
引
課

指
導
・
助
言

購入・利用強制

支払遅延

委託事業者の義務

委託事業者が禁止されている行為

これまでの方法では
不適切です。

直ちに改めてください。

取適法に違反した委託事業者への指導

取適法って何？
改正されて何が
どう変わったの？

取引先に対して
違反がないか
確認しましよう！

下請法からの改正点は
群星１・２月号で紹介した、

①用語の変更
②面的執行の強化
③適用対象の拡大
④禁止行為の追加
　 だよ！

沖縄県　  の
勧告事例
を紹介

初

次のページからは取適法違反を未然に防ぐた
めに公正取引課が行う取組のほか、公正取引課
が調査を担当し、令和８年に勧告・公表を行っ
た沖縄の事業者に対する事例を紹介するぞ

食料品

請求書

▲ここから確認
　してみよう！
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３社は、金型等を用いて製造する製品又はその部品等の発注を長
期間行わないにもかかわらず、受注者に対し、下表のとおり、金型
等を無償で保管させました。

※上記型数のうち、YKK APは1,784型を、YKK AP沖縄は1型を、回収又
は廃棄しました。
　また、受注者と協議の上、YKK APは総額34,141,025円を、YKK AP
沖縄は77,000円を、琉球YKK AP工業は総額316,043円を、それぞれ
の下請事業者に既に支払っています。

発注者名
YKK AP

YKK AP沖縄

琉球YKK AP工業

受注者数
67名

1名

6名

保管させた金型等の数
4,997型

1型

87型

今後、自己のために経済上の利益を提供させること
により、中小受託事業者の利益を不当に害さないこ
と等を取締役会の決議により確認すること
自社の発注担当者に対して金型等の適切な管理に
特に留意した取適法の研修を行うなど社内体制の
整備のために必要な措置を講ずること  など

　下請法は、親事業者（発注者）が自己のために金銭、
役務その他の経済上の利益を提供させることにより、
下請事業者（受注者）の利益を不当に害することを禁
止しています（下請法第４条第２項第３号）。下請事業
者（受注者）に貸与していた金型等について、当該金型
等を用いて製造する部品等の発注
を長期間行わないにもかかわらず、
下請事業者に対し、当該金型等を
無償で保管させることにより、下請
事業者の利益を不当に害すること
は、下請法違反に該当します。

Special Feature

2

　
公
正
取
引
課
は
こ
れ
ま
で
多
く
の
下
請
法
の
違

反
が
疑
わ
れ
る
取
引
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
て
き

ま
し
た
。令
和
６
年
度
は
沖
縄
地
区
で
親
事
業
者

1 

0
0
0
名
、
下
請
事
業
者
1 

6
6
4
名
に

対
し
て
書
面
調
査
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
下
請
法

の
違
反
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
し
て
80
件

の
措
置
を
行
い
ま
し
た
。

　
令
和
７
年
度
は
下
請
法
か
ら
取
適
法
へ
の
改
正

を
挟
ん
だ
こ
と
も
あ
り
、変
わ
ら
ず
多
く
の
調
査
及

び
措
置
の
件
数
が
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
び
、沖
縄
県
に
所
在
す
る
事
業
者
が
行
っ

た
取
引
が
下
請
法
に
違
反
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ

た
た
め
、
公
正
取
引
委
員
会
は
改
善
を
行
う
よ
う

勧
告
を
行
い
ま
し
た
。沖
縄
の
事
業
者
に
対
し
て
下

請
法
の
勧
告
を
行
っ
た
の
は
今
回
が
初
め
て
と
な

り
ま
す
。 公

正
取
引
課
に
よ
る
調
査

　
公
正
取
引
委
員
会
で
は
、
過
去
に
勧
告
・
公

表
を
行
っ
た
事
例
に
つ
い
て
、ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
公

開
し
て
い
ま
す
。指
導
を
行
っ
た
事
例
に
つ
い
て

も
、
年
に
１
回
、
前
年
度
に
指
導
を
行
っ
た
事
案

の
う
ち
他
の
事
業
者
に
も
参
考
と
な
り
う
る
案

件
の
概
要
を
公
表
し
て
い
ま
す
。こ
れ
を
参
照
い

た
だ
く
こ
と
で
、
ご
自
身
が
関
わ
る
取
引
に
違
反

の
お
そ
れ
は
な
い
か
確
認
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き

ま
す
。「
取
適
法
　
運
用
状
況
」と
検
索
し
て
み
て

く
だ
さ
い
。

　
過
去
の
事
例
の
考
え
方
が
、
ご
自
身
が
関
わ
る

取
引
に
関
す
る
行
為
に
も
該
当
す
る
か
悩
ま
し
い

場
合
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。そ
の
よ
う
な
場
合
に

は
、公
正
取
引
課
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。守
秘
義

務
を
負
っ
た
職
員
が
、
取
適
法
の
一
般
的
な
考
え

を
踏
ま
え
て
対
応
し
ま
す
。違
反
が
疑
わ
れ
る
行

為
が
既
に
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
公
正
取
引

委
員
会
に
申
し
出
て
調
査
を
依
頼
す
る
「
申
告
」

を
お
す
す
め
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

違
反
か
な
？ 

と
思
っ
た
ら

違
反
を
防
ぐ
た
め
に
は
！

　
公
正
取
引
委
員
会
で
は
日
本
全
国

で
定
期
的
に
取
適
法
に
関
す
る
説
明

の
場
を
設
け
て
お
り
、沖
縄
で
は
公
正

取
引
課
が
講
習
会
を
実
施
し
て
い
ま

す
。

　
今
す
ぐ
説
明
を
お
聴
き
に
な
り
た
い

方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
よ
ね
。Ｙ
ｏ
ｕ

Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
公
正
取
引
委
員
会
チ
ャ
ン
ネ

ル
に
説
明
動
画
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す

の
で
是
非
と
も
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、公
正
取
引
課
で
は
、取
適
法

の
基
本
的
な
考
え
方
に
関
す
る
問
合

せ
に
も
対
応
し
て
い
ま
す
の
で
、お
気

軽
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

過
去
の
事
例
を
確
認
す
る
！

公
正
取
引
課
に
相
談
す
る
！

YKK AP、YKK AP沖縄及び
琉球YKK AP工業に対する件
　公正取引委員会は、ＹＫＫ ＡＰ、ＹＫＫ ＡＰ沖縄及び琉球ＹＫＫ 
ＡＰ工業の３社（以下「３社」といいます。）に対して、「不当な経済
上の利益の提供要請」を行ったとして、令和８年３月10日に下請法
の規定に基づき勧告を行いました。
　３社は、金型等を用いて製造する製品や部品の発注を長期間
行っていなかったにもかかわらず、受注者に対して、合計で5,085
もの金型等を無償で保管させていました。
　本件の調査は公正取引委員会及び公正取引課が担当しました。
※下請法は令和８年１月に取適法に改正されましたが、本件は令和８年１月より前
　に行われた行為であるため、改正前の下請法が適用されます。

説
明
を
聴
い
て
法
律
を
理
解
す
る
！

3社は、建材等の製品又はその部品の製造に用いる3社や下
請事業者等が所有する金型等に関し、それぞれの下請事業者
との間で、金型等の引取り又は廃棄を希望する場合は申出の
上、3社の承諾を得るよう求めるなどしていました。

YKK AP

YKK AP沖縄

琉球YKK AP工業

（建材等の製造販売等）

（事業の概要）

（建材の製造販売等）

（建材及び工具の製造販売等）

1

2

3

発注者

建材等又はその
部品の製造
建材の部品の製造
建材及び工具並びに
その部品等の製造

建材等の製品又はその
部品の製造を委託など

※　 ～　 は発注者の番号に
　対応しています

1

2
3

1 3

受注者の受託内容

違反行為の概要（不当な経済上の利益の提供要請）公正取引委員会からの勧告の内容

不当な経済上の利益の提供要請

▲令和８年３月開催！大盛況だった講習会の様子

YouTube公正取引委員会チャンネル
（@JFTCchannel）はこちらから▶

下請取引の内容

金型等の管理

下請法に違反しています。
速やかに是正してください。

公正取引課へ相談（電話もOK）

これ以上無償で保管させられると
保管費用がかさんで困る！うちの金型を

もうしばらく
保管してくれ！

,

,

勧告
書

▲調査を担当した公正取引課長（左）と取引適正化調査官（中・右）が記者会見を行いました＠那覇第二地方合同庁舎

３社に対する件の
詳細はこちらから▶

▶令和７年12月には名護で開催しました！
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３社は、金型等を用いて製造する製品又はその部品等の発注を長
期間行わないにもかかわらず、受注者に対し、下表のとおり、金型
等を無償で保管させました。

※上記型数のうち、YKK APは1,784型を、YKK AP沖縄は1型を、回収又
は廃棄しました。
　また、受注者と協議の上、YKK APは総額34,141,025円を、YKK AP
沖縄は77,000円を、琉球YKK AP工業は総額316,043円を、それぞれ
の下請事業者に既に支払っています。

発注者名
YKK AP

YKK AP沖縄

琉球YKK AP工業

受注者数
67名

1名

6名

保管させた金型等の数
4,997型

1型

87型

今後、自己のために経済上の利益を提供させること
により、中小受託事業者の利益を不当に害さないこ
と等を取締役会の決議により確認すること
自社の発注担当者に対して金型等の適切な管理に
特に留意した取適法の研修を行うなど社内体制の
整備のために必要な措置を講ずること  など

　下請法は、親事業者（発注者）が自己のために金銭、
役務その他の経済上の利益を提供させることにより、
下請事業者（受注者）の利益を不当に害することを禁
止しています（下請法第４条第２項第３号）。下請事業
者（受注者）に貸与していた金型等について、当該金型
等を用いて製造する部品等の発注
を長期間行わないにもかかわらず、
下請事業者に対し、当該金型等を
無償で保管させることにより、下請
事業者の利益を不当に害すること
は、下請法違反に該当します。
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公
正
取
引
課
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れ
ま
で
多
く
の
下
請
法
の
違

反
が
疑
わ
れ
る
取
引
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
て
き

ま
し
た
。令
和
６
年
度
は
沖
縄
地
区
で
親
事
業
者

1 

0
0
0
名
、
下
請
事
業
者
1 

6
6
4
名
に

対
し
て
書
面
調
査
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
下
請
法

の
違
反
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
し
て
80
件

の
措
置
を
行
い
ま
し
た
。

　
令
和
７
年
度
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下
請
法
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ら
取
適
法
へ
の
改
正
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挟
ん
だ
こ
と
も
あ
り
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わ
ら
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多
く
の
調
査
及
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措
置
の
件
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が
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
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縄
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認
め
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正
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引
委
員
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う
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告
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行
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し
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縄
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事
業
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し
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下

請
法
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告
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っ
た
の
は
今
回
が
初
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と
な

り
ま
す
。 公

正
取
引
課
に
よ
る
調
査
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引
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ェ
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イ
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年
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が
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場
合
に
は
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正
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引

委
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会
に
申
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出
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調
査
を
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す
る
「
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」

を
お
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す
め
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

違
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か
な
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と
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た
ら

違
反
を
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に
は
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公
正
取
引
委
員
会
で
は
日
本
全
国

で
定
期
的
に
取
適
法
に
関
す
る
説
明

の
場
を
設
け
て
お
り
、沖
縄
で
は
公
正

取
引
課
が
講
習
会
を
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し
て
い
ま

す
。

　
今
す
ぐ
説
明
を
お
聴
き
に
な
り
た
い

方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
よ
ね
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ｏ
ｕ
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公
正
取
引
委
員
会
チ
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ネ

ル
に
説
明
動
画
が
掲
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れ
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ま
す

の
で
是
非
と
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用
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さ
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。

　
ま
た
、公
正
取
引
課
で
は
、取
適
法

の
基
本
的
な
考
え
方
に
関
す
る
問
合

せ
に
も
対
応
し
て
い
ま
す
の
で
、お
気

軽
に
ご
連
絡
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さ
い
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過
去
の
事
例
を
確
認
す
る
！

公
正
取
引
課
に
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談
す
る
！

YKK AP、YKK AP沖縄及び
琉球YKK AP工業に対する件
　公正取引委員会は、ＹＫＫ ＡＰ、ＹＫＫ ＡＰ沖縄及び琉球ＹＫＫ 
ＡＰ工業の３社（以下「３社」といいます。）に対して、「不当な経済
上の利益の提供要請」を行ったとして、令和８年３月10日に下請法
の規定に基づき勧告を行いました。
　３社は、金型等を用いて製造する製品や部品の発注を長期間
行っていなかったにもかかわらず、受注者に対して、合計で5,085
もの金型等を無償で保管させていました。
　本件の調査は公正取引委員会及び公正取引課が担当しました。
※下請法は令和８年１月に取適法に改正されましたが、本件は令和８年１月より前
　に行われた行為であるため、改正前の下請法が適用されます。

説
明
を
聴
い
て
法
律
を
理
解
す
る
！

3社は、建材等の製品又はその部品の製造に用いる3社や下
請事業者等が所有する金型等に関し、それぞれの下請事業者
との間で、金型等の引取り又は廃棄を希望する場合は申出の
上、3社の承諾を得るよう求めるなどしていました。

YKK AP

YKK AP沖縄

琉球YKK AP工業

（建材等の製造販売等）

（事業の概要）

（建材の製造販売等）

（建材及び工具の製造販売等）

1

2

3

発注者

建材等又はその
部品の製造
建材の部品の製造
建材及び工具並びに
その部品等の製造

建材等の製品又はその
部品の製造を委託など

※　 ～　 は発注者の番号に
　対応しています

1

2
3

1 3

受注者の受託内容

違反行為の概要（不当な経済上の利益の提供要請）公正取引委員会からの勧告の内容

不当な経済上の利益の提供要請

▲令和８年３月開催！大盛況だった講習会の様子

YouTube公正取引委員会チャンネル
（@JFTCchannel）はこちらから▶

下請取引の内容

金型等の管理

下請法に違反しています。
速やかに是正してください。

公正取引課へ相談（電話もOK）

これ以上無償で保管させられると
保管費用がかさんで困る！うちの金型を

もうしばらく
保管してくれ！

,

,

勧告
書

▲調査を担当した公正取引課長（左）と取引適正化調査官（中・右）が記者会見を行いました＠那覇第二地方合同庁舎

３社に対する件の
詳細はこちらから▶

▶令和７年12月には名護で開催しました！
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